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経済民主主義と社会主義

オタ・シク『人間的な経済民主主義』を中心に一一

古河 幹 夫

I はじめに

「社会主義と経済民主主義とは，相互に究極目標としてわかちがたく結びつ

いている。社会主義的な経済制度なしには完全な経済民主主義はありえないし，

また社会主義の理想は経済の指導を民主的に組織することなしには突現しえな

い」υ. としてナフタリが経済民主主義を提起したのは1928年の ζ とであった。

爾来，経済民主主義と社会主義の概念の多様性にもかかわらず，その問題の重

要性は高まりこそすれ， うすれることはなかった。従来経済民主主義が論ぜら

れる場合，社会主義はいわば、速い究極の目標であるとの前提条件があったため

に，あるいは目標としての社会主義に対し手段としての経済民主主義が観念さ

れていたために，経済民主主義は漸進的変草をさす代名詞にもなり，反面では

所有問題の棚上げと Lて多くの批判をあびてきたのである。確かに，社会主義

の概念そりもりも多様であり，今かりに社会主義の中核的内突を生産手段の私

的所有の廃止，社会的所有の実現と設定したとしても，フ。ノレλ の言うごとく何

をもって生産手段の社会的所有の実現とみるのか，議論は単純ではないのであ

る汽そこで， ソ連・東欧等現存社会主義の経済・社会を一応社会主義と設定

~.その社会主義の現実的経験をふまえて，再度経済民主主義と社会主義の問

1) Wirtschaftsdemokratie--Ihr ~出en ， Weg und Ziel--， herausgegeben im Auftrage 
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes von Fritz Naphta!i， 1928，山田高生訳『経
済民主主義一一本質・方途・目標 」御茶の水書房.1983年 7ベージ。

2) W. Brus， Socialist Owrershψand Political System， 1975，大津定美訳『社会化と政治体制』
新評論. 1982年。
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題領域に接近することは，大いに意味のある乙とと思われる。官頭に引用した

ように経済民主主義と社会主義め相互補完性にもかかわらず，フフタりが「経

済の民主化をとおって社会主義へJ" と述べているように，経済民主主義論は

元来体制改革・変革にかかわる議論であった。体制改革・変草にほ目標となる

べきピジョ γ とそれを実現する道すじが含空れねばならない。オタ・シク『人

間的な経済民主主義』り(1979) はかかる課題に応えようとしたものである。

周知のように，オタ・シクはチェコスロパキアで1968年改革運動の時期に，改

革プログラムをまとめる上での中心的経済学者であった。シクの議論は，従来，

社会主義における商品，而場，利害構造等の解明の点で注目されていたが，上

記の書物はいわゆる「第 3の道」という体制変革論を具体的かっ詳細に叙述し

そデノレ化したものである。本論はシクの理論を紹介・検討し，よって現代の経

済民主主義と社会主義をめぐる問題状況にー論点を提起しようと試みたもので

ある。

II オタ・シクの理論

シクの改革プログラムは「資本の中立化J. マクロばJ分配計画，規制された

市場を 3本柱としている。以下順次考察しよう。

(1) i資本町中立化J

「資本の中立化」とは，企業レベルでの生産的資本の所有形態ないしその変

革の過程を指す彼独自の概念である。その主な特徴は以下の土おりである。①

生産の場たる企業は個人が多〈の時聞をすごす場であり，そこでの労働が個人

所得にと q て決定的であり，また個人がさまざまな欲求・感情の関係をもって

牛存している場である。したがって，企業レベルでの具体的で感知しうる所有

制度の変化が必要であり，それが疎外克服の一条件でもある。②現存社会主義

国の企業ほ国有企業であり，そこでは官僚制支配が貫徹していて，労働者は企

3) ナフタり，前日i.12ページ。
4) Ota Sik. H uma田 Wirtschaftsdemokratie，Ein Driuer Weg， 1979. 
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主佐官自分たちのものと感じておらず，資本主義と同様に賃金利害 (Lohninteres-

sen) と資本利害 (Kapita'1interes叩 1)は対立している。①資本;)の所有がある

特定の個人に結びついておらず，また個々人に分割する乙ともできない状態引，

すなわちその時々の生産集団が所有の担い手であるような状態を資本所有が

中立化された状態と呼ぶ。②「資本の中立化」を行う制度的形態を共同企業

(Mi tar bei ter gesel1sch :lft) と呼び，一定の期間内に企業の新たに形成される

利潤から，法的に規定された割合で中立化した資本を漸次的に形成Lてしぺ。

⑤規模の小さい企業では，利潤が一定の大きさになるまで「資本の中立化」は

無理であるから，私的企業や混合企業が共同企業と併存することが考えられ品。

共同企業での意思決定構造と所得分配は r資本の中立化Jの構成要素であ

るが， どのように構想されているのであろうか。

〈意思決定構造〉 ①協働者円全員が自動的に資産管理団体 (Vermogens-

verwaltungsgeseUschaft)と経営団体 (Betriebsfuhrungsgesellschaft)の構成

員となる。②資産管理団体の課題は中立化された資本の管理であり，経営団体

は資産管理団体から委託された資本を用いて生産・販売を遂行する組織である。

③両国体とも全構成員の総会により，代表機関としておのおの資産管理協議会

(Vermδgensverwaltungsrat)，監査協議会 (Aufsichtsrat) を選出する。④監

査協議会は実際の経常的業務に責任をもっ経営陣一一理事会 (Vorstand)なし、

L取締役会 (Geschuftsfuhrung)一一を任命する。理事会・取締役会のメンバ

ーの任期は無制限で，協働者以外の人物が伍命きれることも可能である。新プ

ロジ 1 グトへの資本投下，抜本的な構造再編，協働者の解雇等の場合は監査協

5) 資本梗念はマルクス経済学の資本概念と異なれ社会体制にかかわらず，ある社会が再生産を
行うのに必要な財貨を資本と称している。全資本 (Kg)は4動的資本 (KS=Sachlichekapita1)と
賞金資本 CKL=Lohnkapital)とからなる。 O.Sik， ibid.， S. 527 

6) 共同企業破産の場合でさえ，すでに形成された中立化資本は個々 の協働者に分割されえず.何
らかの公的目的〈例えば慈善事業〉に用いられる， としている。 O.Sik， ibid.. S. 409. 

7) 共同企業に働〈従業員，経営管理者をひとまとめにして，シグは協調者(M出品目ter)であり
共同所有者 (Miteigentumer)であるE規定レ口、る.口 Sik，ibid.， S. 409以下，協働者とい
う用語で代表させる。
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議会の承認を必要とする。⑤監査協議会に関し℃は，任期は 5年間(マグロ的

中期計画と同じ長さ)，理事会・取締役会と兼任はできない，構成員数は15~

17名を越えない，信任を受ければ部外者も可能である，同一人物の被選出は最

高 2期まで，各選出期には半数が改選される，などの規定が考えられるυ ①労

働組合は協働者の短期的利益を守る。具体的な労働条件，賃金，福利厚生等は

毎年，理事会・取締役会と労働組合との聞で契約される。⑦個人は共同企業を

自由に離脱できるが，離脱にともない中立化した資本に対する所有権を喪失す

る。別の共同企業に加入すると同時に，そこでの中立化した資本に対する所有

権を獲得する。

〈所得分配〉 ①協働者の所得は，全国的な賃率表によって規定される基本

賃金と利潤からの分配部分とから成る。マクロ的な貸率表は民主的な討論を基

礎とする協定によって決定される。②共同企業の粗利潤から租税・社会支出お

よび外部資金の利子支払を差引いた残額を純利潤とすると，純利潤から，利潤

分配にあてるフォ Y ドと企業余剰所得(予備，投資，蓄積，新建設等に充用す

る)の 2つの部分が形成される(第l表参照i〕。 ①協働者への利潤分配フ庁ン

ドの配分に際しては，均等配分，賃金比例配分， 第1表

個人業績比例配分，勤続年数比例配分の 4つの 企業内所得分配

原則を混合した様式が可能である。

社会的分業目今日的段階 Eは，個人の労働は

そり圧倒的部分が経済的に強制された活動とい

う特質をもっており，個々人は最小の労働支出

で最大の所得を獲得することを行動原理として

いる。したがって物質的インセンティプを重視

することは，効率的年産のためには欠かすこと

ができない。賃金利害と資本利害の対立は経済

粗所得

一賃 金

組利潤

ー租税・社会支出

一外部資金の利子

純利潤

一利潤分配フォンド

企業余剰所得

〈出所')Ota 話恥 a.a. O. S. 416 

効率にもマイナλ の作用を及ぼしているが，その対立克服は「資本の中立化」

によって可能となる。対立克服はマクロ的均衡の条件でもある。
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(2) マクロ所得分配

①マクロ分配計画は市場と補完しあうも目立あり，特に市場機構の統制が不

十分な領域において用

いられる。②伝統的な

マノレクス主義理論では，

マクロの発展目標は直

接的であれ間接的であ

れ生産(あるいは少く

とも投資〉を規制する

ことによってしか達成

できないとされてレた

が，企業に投資決定権

がない場合，企業は市

場行動や生産効率に責

任を負うことができな

い。換言すれば，計画

は生産・投資活動を把

捉 Lてはし、けないので

ある。⑦計画委員会の

下に生産委員会と国民

第z褒閏民生活設計委員会内田各種小委員会

1 個人的消費委員会 (C)

C，消費傾向と貯蓄小委員会

C，賃金小委員会

C.消費者保護小委員会

2.労働委員会 (A)

A，労働時間と自由時間小委員会

A，労倒流動性小委員会

A，労働り満足小委員会

3.社会的消費 (D)

D，社会保障小委員会

D，教育小委員会

D.科学 J、委員会

D，保健・体育小委員会

D，文化小委員会

D.行政小委員会

D，公安・司法小委員会

D.防衛小委員会

D.運輸・交通小委員会

D"インフラストラクチャー・エネルギー小委員会

D"住宅・都市小委員会

D"環境保護小委員会

4 地域平準化委員会 (R)

〈出所) O. Sik， ibt'ι， S. 462 

生活設計委員会とでも称すべき生活の質を検討する委員会が設置され，この委

員会の下に各種小委員会が編成される(第 2表入各委員会は当該の専門家代表

と，利益団体(政党，労働組合，青年同体，農民団体，婦人団体等〉代表とか

ら構成され，専門家代表が計画の客観的合法則仲の仰l両を代表し，利益代表が

計画の目的的側面を代表する。生産委員会は各種生産部門委員会・産業部門委

員会を統轄し，その代表者，専門家，各企業の計画担当者等で構成される。各

委員会とも技術的・経済的に実現可能な範囲において複数の提案を作成し，計
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画委員会が作成する複数の計画案に集約される。特に 4~5 年の期間にわたる

中期計画の選択は政治的選択と意識的に結合される。(計画化の組織を図示す

れば，おおよそ第 1図のようになろう町。 ④マクロ計画はこのように， 国民

生活の質を最重要の計画目標とする所得分配計画であるが，その整合性を保証

する重要な条件は， PrII+D=C+Sのであり，行列に表わせば第 3表のよう

になるヘ国民の全消費は個人的消費 (C) と社会的消費 (D)に分円られ，前

者は目標量としては*111かく区分されないものの，後者は Dl， D:.-. D3 とL

て定量化され，これが国民生活設計計画の中心になる。個人的消費は(国家財

政を経由する部分と信用を捨象すれば)賃金部分と利潤分配部分から成り，前

第 1図計画化の組織

議 ぷ〉、
五

| 計画委員会
(Pla nhauptkommission) 

|一日(:12r;つ|
一寸-

|企業 |

国

i 
国民生活設計吾貝合

(Lebensquali tatkommi ssi on) 

各種小委員会

回一回一一回一一 目

↑ 
民

〈出所 O.Sik. ibid.， S. 461九 S.470より作成.

の なお，政府の執行機関としての経済協詰聖書 (Wirtschaftsrat)や告種省庁は図では省略した。
9) 計画化に際し， PrlーJs，PdD-DM. PdI-C. D-StDの4つの対応闘揺が重要な条件とな

る~ O. Sik， ibid.， S.477 これらり対応関係を含めた最終所得行列〈小稿では省略したが〉白遂
行は，政府にとって義務となるロ O.Sik， ibid.. S. 512-3 
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第 3表 消 費 財 ・ サ ー ピ ス 白

ててて 貨幣流通

生産物・ ¥¥¥1  

サービスの流通 ¥~¥  

分部税租

C

一

む

一

費

一

消

一
附

一

む

一

揖

H

一

消

一
品一一
賃

一

純

町

一

後

L

一

除控

C 

PrII+l時一Exp 1五瓦1I vPrIl， C 

社会保障 ID， xDt. C 

教育I D, xD2 • C 

科 学I D. xDa， C 

保健・体育 ID. I xD" C 

文 化ID， I xD.， C 

行 政l恥 xDo.C 

公安・司法 D川 XD7. C 

防 衛 Ds I xDa. C 

運輸 ・ 交 通 D. ，Ds. C 

iJZ.31立 D川 xDLO，C 

住宅 ・ 都 市 Dll I xDl1. C 

環境保護 ID， xD，"， C 

ZC十StD zC 

記号) PdI~第2 部門の主産靭仙制

JB~粗投資

StD=非市場的サーピスの国家支出

(出所) O. Sik， ~'bid. ， S. 500 

PrI=第l部門の生産物価額

C~消費にあτ られる所得(消費〕
DM~詐市場的サーピス機関の物的支出

者は労働の質・強度等主考慮して賃金小委員会 (C2) で決定され，後者は各企

業ごとに市場成績に応じて決定される。⑤大ざヮぱに言ョて，国民所得のうち

賃金部分は計画的に決定され，利潤部分は市場決定にゆだねられる。その際，

利潤形成がマグロの均衡を破らないためには"一定の規制が必要であり，それ
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供給と所得の行列
品

革靴アl醐附ヘナ醐l
StD I;PrII+D 

vPrII， C 

yDlt St vD， 

yD2• St vD， 

yD3' St vD. 

yD.i" St vD， 

yD5. St vD， 

yDe. St vD， 

yD, • St vD， 

|山 St 叫

山， St I vDu 

yD12' St VD12 

zStD wC十日tD

Imp=輸入 Exp=輸出

PDr=II3詐=市第場1的部サ可ーサピースピ価ス額関係〈投資消野財〉のと十停物価額
(費用〉

は国家の企業利潤政策および利潤分配政策という形をとる。企業四利潤を正確

に把握するためには，企業利潤の登録，計算，統計的把掻が前提である。それ

に加えて企業利潤最高額の設定，中立化資本形成の系数設定，利潤が少ない企

業に対する租税優偶措置，利潤分配系数の設定等が利潤政策の主な内容となる。
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このようにマクロの枠組が設定されても，企業は利潤の最適化川をめざして効

率的な行動様式をとることが想定される。

(3) 規制された市場

①まず資本主義的制約を捨象した理念的な自由競争市場が考えられ，市場機

構の積極的な作用をもたらす条件として次の 7点が挙げられる。(i)買い手市場，

(li)競争と而場価格の存在， (m)企業の実績を表示する相異なる利i閏および利潤率

の存在， (iv)平均価絡の形成， '(v)投資の自由決定， (vi)自由なこ企業創設行為，同企

業解散の可能性。②人間の欲求を最大限に充足するという要請と，他方で経済

的に強制された労働を最小化するという要請が存在する限り，かっ無数に近い

財・+ーピスを中央で分配することは不可能に近いので，市場機構は必要不可

欠である。③独占価格および独占利潤川』ま競争を妨げ実績に応じない利潤形成

をもたらし，消費者に損失を転稼するものであるから阻止されねばならない。

独占利潤の識別のためには社会全体の統一的な資本計算と利潤把握が必要とな

る。これは主と Lて銀行の課題であり，銀行は当然，社会的コントローノレ下に

ある。独占利潤は，独占税のようなもので国家が吸い上げるが，そのねらいは

あくまでも独占価格の引下げであり，企業の利潤動機中技術革新にブレーキを

かけないことが必要であるから，例えば 3年間にわたり独占利潤形成が識別さ

れた場合には，全経済的利潤率にもどるまで独占税を課すとしている〈第2図

参照〉。④市場競争は従来，資本主義初期における企業家の無謀な行動と同一

視されたり，一面的に破産，失業といったそのマイナス面だけが強調され，イ

デオロギー的に断罪されてきた。しかし規制された市場の下では，競争は個々

の企業の市場努力として理解されるべきであり，消費者の需要に応え社会の必

要を満たす上でプヲ λ の行動様式をもたらす。③失業問題は資本主義とはちが

10) 利潤の最大化に，時々の社会的な師値を反耽させ，人間化の原理を劃酌するならば，利潤の最
適fじが最も適切な表現であるという。つまり， 効率化+人間じ=最適化， というわけである。

O. Sik， ibid.. S. 440 
11) 個々 の生産物の独占はミクロ¢独占ー広範な生産物グループの独占はマクロの独占と呼ばれ，

規制。対象になる囚は，技術および生産コストの点で生産条件の排他性を特徴とするマクロ田独
占だけである。 O.Sik， ibid.. S. 154， S. 635 
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第 2図
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うふう lこ扱われる。失業は個人にとって甚大な苦痛であるから，できるだけ最

小限に押さえられねばならないのは論を侠たない。生産縮小に伴う労働力削減

は労働時間短縮や賃金部分縮小等により回避できるが，技術革新等により労働

力削減が避けられない場合，まずそれは一朝一夕に生じるものではなく事前に

予測がつくことであるから，削減分は企業内で民主的に決定でき，かっ労働力

移動，再訓練等に必要な費用は企業なり社会なりが責任を持たなければならな

したがって市場競争は人間化されるのである。①規制された市場においてL 、。

中央が提供する情報の確かさにより市場透明度 (Markttransparenz)が上は，

がり，市場機構がその本来的な十全の姿で作用する。

オタ・シクの理論の独自性と問題点III 

8C日ベ ジにものぼる大部の壬デノレ論を不足な〈簡潔に要約することにはも

とより限界がある。外固貿易や信用に関する構想、や人闘の欲求についての興味

それでも基本的な枠組は要約できたと深い分析は割愛せざるを得なかったがv
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思う。

改革三本柱のうち三本d柱たるマクロ分配計画と規制された市場に要約され

る経済計画化は，国民経済の長期的かつ主要な目標は議会を経て決定し，企業

レベルでの経済活動の細目は自由裁量にまかせるという計画化刀法 Eある点で，

自由裁量的計画化 (discretionaryplanning) とも言える。市場的関係の存在

が前提されていて，財政・金融等を利用してその市場的関係主コ γ ト戸 ノレす

る点では，シクの改草案は資本主義諸国で論じられている改革案と大空〈異な

るものではなぐ，また社会主義諸国における改革案との関連では，フソレスの分

権的機能モデノレ論を発展台骨たもの正見ることができる。との膨大な書物によ

ってシクが提示しようとしたものが，まさし〈マクローミクロの関連を明示し

た計画化論であることは明らかである。しかしシクの理論をこの点だけに限定

するならば，数多くある計画化論に屋上屋を架すだけのものとしかみなせず，

彼の理論の独自性を見失うことになる。

彼の理論の独自性を表わしているのは，少々耳慣れない「資本の中立化」概

念でまとる。この概念を理解するためには次の 2つのことを押さえておかねばな

らなレ。まず第 に，彼の理論の基底に現存社会主義のトータルな批判が存在

することである。社会主義における所有は生産手段所有の社会化と理解されて

いるが，社会主義の歴史においてこれは長〈生産手段の固有化と同一視されて

きた。シクにとって固有化は官僚主義と不可分のように思え i社会化」とい

う概念が有する不確定性のため l社会化」という用語を避けたかったのであろ

う。したがって，本米は「資本所有印社会化」と言っても良かったと忠われる。

第 2に，したがって「資本の中立化」とは y ク独自の所有論なりであるが，所

有の問題を誰が何を所有するか，誰が何を処分する権利を有するかということ

に限定せず，所有権の変更にともなョて生じる新たな所有者の労働態度，経済

活動に対する責任といった所有主体の変化の方がむLろ重要であり，そのため

には所有という用語に付着Lてし、る法的・形式的な意味あいが強いこ Fから，

別な風に表現した方が適切であると考えたのではなかろうか。事実シクは「資
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本の中立化Jとし、う用語をそれまでの「資本利害の社会化。ozialisierungdes 
切

Kapitalinteresse) J という用語に代えて用いているのである山。午こに資本利

害とは経済・経営活動の積極性，責任を表わす概念である。

上で，本来は「資本所有の社会化」と表現しても良かったと述べたが， γ ク

の所有論をユーゴλ ラヴィ 7の所有論との対比で検討してお ζ う。周知のよう

にユーゴ只ラヴィ 7の社会主義理論は国権的社会主義の鋭い批判を基礎にして

いて，生産手段の所有は原理的には「社会有」と規定され r誰のものでもあ

り，誰のものでもなL、J13) とされている。そして実際の使用権，処分権は企業

の連合労働者に帰属している。 r資本の中立化」概念E比較するとその類似性

がうかがえる。所有の内実において比較してみると，まず(i)企業I有意思決定で

は，従業員の総会が最高意思決定機関であり，互選原理で代表機関等を選出す

る点は双方とも共通である。しかし，半数改選やテクノクラート重視の点で，

V クの構想、の方が継続性，専門性，安定性を重視していることがわかる。刷ま

た企業内所得形式でも，ユーゴスラヴィ 7の場合，所得(=純所得〉を個々の

労働者集団が個人所得フォンド，蓄積フォ γ ド，公共消費の 3つに配分する割

合を決定できる叫 ζ とと比べると'/グの構想の方が，賃金がマクロ的にかっ

優先的に決定される点，ならびに利潤分配フォンドの形成も系数設定によって

間接的にマグロ的に規制される点で計画性，安定性が強いことがわかる。 {iu)企

業の行動様式では，ユーゴスラヴィ 7の場合貨幣所得0)最大化である白に対L

Y クの場合は利t閏率四最適化であり，社会的な価値判断ないし当該共同企業の

従業員全体の選好を組み込んだものが想定されている1530

このように彼の構想は所有の形態と Lてみると，ユ ゴスラヴィアの自主管

理的なものに計画性，安定性を加味したものを想定Lているとみなして大過な

12) これは JanOsersの指摘による。 J.Qsers， Sozialistische Wirtschaftsmodelle， 19叩， 8.164

13) カルデリ(山崎洋・那美子訳)I自主管理社会主義と非同盟』大月書庖， 1978年， 65へージ。
14) M，コ ラッチ(山崎洋訴~) I自主管理の政治経済学』日本評論社I 1982年， 76ペ ジ。
15) なお，公共サーピス部門においては，ユ4 ゴスラグィアの場合，自主管理利益共同体という形

態できわbて分権的に組織されるのに対¥.-， シクの構想では，利潤原理も利潤分配制度も適用さ
れず，独自の規制様式と賃金報酷体系が適用されることになる。口.Sik. a. a， 0.> 429-4;J，'! 
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いであろう。この意味では「複合的自主決定 (komplexeSelbstbestimmung) J16) 

とも言えるのである。この点はシタの理論を把握する際の重要な点である。

しかしユーコqスラヴィアにおいて，自主管理はもっぱら連合労働者の不可分

の権利，人間解放の決定的な形態と理解されているのに対し，シクの構想では

いわば経営責任，経済活動の積極性，企業との一体化に力点があるように思わ

れる。効率性を重視するが故に共同企業形態を構想したという印象も否めない

りである。何故であろうか? 双方の理論の基底にある人間観により，ある程

度の説明は可能であると思われる。シクにあっては，労働者の労働動機は主要

には欲求充足それも消費に関わる欲求充足なのである。彼の労働論，欲求・利

害論は社会主義閣にあって先駆的なもの E評価きれているが17)，後の具体的な

体制改革論では，いわば消費の側面から効率性原理と民主化原理を統一しよう

として，上述のような構想になったと言えよう。これは社会主義圏において長

く等関されてきた消費の復権を求めるには当然、の方向であるにしても，労働・

生産における人間の積極的関与の側面を消費の復権といかにかかわらせるべき

であろうか? シクは i資本の中立化Jによる効率性原理と人間性原理との

統一的達成，すなわち労働の領域における意志決定過程および指揮関係の分権

的・参加的方向への変化，自律的労働集団 (selbstgesteuerteArbe山 gruppe)

の形成およびその内部での労働ローテ--Yョ γ の導入，経済上の情報・教育活

動の強化・拡大，失業問題の解決によって，労働が人向イじされることを展望し

ている。とはいえ，消費者民主主義の尊重と，労働・生産の疎外された姿態を

止揚し労働・生産の領峨で人間の自己実現をはかることの関連をどのように考

え展望するかは，今後の検討課題として残されている。

計画方法に関するシクの構想上重要な問題点は 2つある。一つは投資決定を

すべて企業にゆだねることである。これは，自ら投資決定できない企業は市場

の不均衡や生産効率の不十分さに責任ある対応がで雪ない， という考えからで

16) O. Sik.， ibid.， S. 468. 
17) 岡田祐之「社会土義経済研究.1 ~法政大学出版局. 1975年，第1章多照。
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ある。しかし，社会的分業の進展にともない投資は大規模かっ長期化する傾向
市

があり，投資プロジェクトの主要なものは国民経済的に決定することは，多く

の改革案に共通してみられる傾向である。またブノレコえの機能ぞデノレ論でも，投

資決定は主要には中央の任務である。 y タは現存社会主義にお付る投資の国民

経済統一的な効率性指標の不完全性を批判 L，市場の効率性基準にゆだねるこ

とを提案しているが，主要な投資については，いわば市場機構の作用が不十分

な領域と考え，マグロ的に決定するのが順当ではなかろうか。

もう一つは，価格が経済活動の γ グナノレであるととを想定している方法論に

関するととである。コノレナイは現存社会主義の経済を分析し，半貨幣経済にお

いて価格は経済活動における唯一のシグナルではないことを明らかにした出。

プロセ九としての「資本の中立化」が進行し，マクロ分配計画が実施される体

制下でも，価格のシグナノレとしての役割は〔少くとも一定期間)小さくなると

子想できるのではないか。とはいえ，コルナイが半貨幣経済の貨幣経済化を示

唆していることや，数少ない規範的提言の中で，企業予算制約のハード化，多

種混合所有タイプの中小企業の創設'"などを提案していることと対照するなら

ば，シクの市場機構論に関する提言にはきわめて類似Lたものがあり，現存社

会主義の改革提案としては現実的な性格をもっているのである。理念的な市場

機構の作用を想定じている点をとらえて，非現実的とのみ断定するのは，木を

見て森を見失うに等しい。またシク自身が，現存社会主語。J具体的改草に関説

して，私的企業活動の許可は小首業，手工業，小規模サービ旦業等の領域に限

ることや，労働力雇用も一定数に制限することを説いていることもあわせ考え

るならば，現存社会主義の改革案としては現実性をもちうると言える。

他方，資本主義批判としての経済民主主義はどうであろうか。 i資本の中立

18) Janos Kornai， Economt'cs 01 Shcrtage， 1980， コルナイ(盛田常夫・門脇延行編訳)r反均衛
と不足の経済学』因不評論社， 1983年。

19) J. Kornai， Comments on the Present State and the Prospects 01 the HungariaπEconomic 
Reform， 1983，盛田常夫訳「ハンガリー経済改草の現状と展望Jr世界経法評論A19田年5月号

-8月号園
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化Jは既存の所有者，経営者の同意，しかも中立化を完了するまでの全期間に。
わたり同意を要する点で，改良主義的である。これゆえにあるいは批判を招来

するかもしれないが，資本，利潤の社会的な統一的把握』宇，議会制民主主義を

各種利益代表によって補完する方法や，国民の欲求・消費発展を統一的に形成

しようとする点などは，資本主義批判として革新的なものである。とはいえ，

Vクの構想を実掲するためには相当の政策力量をもった国家機構が前提にされ

℃おり，そのような国家機構を民主的に統制する方策が具体的にならない限り，

換言Fれば，当然の前提とされている議会制民主主義の今目的形態に貫徹して

いる支配の機構の具体的分析によョて，シクの構想が補完されない限り，詳細

をきわめる改草案も画餅に終る恐れがある。それは，西独の共同決定が辿った

困難な足跡を想起するだけでも明らかであろう。

国民生活水準の向九生産活動と労働のより人間的な方向への改善を基礎と

したシクの理論は i経済的諸関係の民主化」という点では従来の経済民主主

義論とねらいを等しくするものであるが，資本主義経済およびその変容の理

解・評価は異なる。ナフタリの場合，競争資本主義から組織資本主義への変容

の中に，経済民主主義の手がかりを見つけ出しているのに対L，vPにとって，

競争資本主義の組織資本主義への変容は，社会主義の官僚化同様阻止されるべ

きなのである。ナフタリ同様，意思決定を重視している(=共同決定〉にもか

かわらず，個人のイニシアチプを市場機構と不可分のものとして意思決定の問

題と結合したところに加，経済民主主義論としてのシクの独自性がある。

彼は社会主義という用語をネガティブに用い，その代わりに経済民主主義と

いう用語をあてたのである。 i人間的な経済民主主義」は「人間の顔をした社

会主義」であった。まさにシクの将来社会の青写真こそは，未完の改革の“遺

言"であった。国民の欲求・消費の社会的な決定，企業レベノレと国民経済レベ

20) 個人の自白色市場白関係をより深〈骨折したも白に.Radoslav Seluck乱Marxism，Socialism， 
Freedom， 1979，宮鍋崎田西村可現・久保庭真彰訳『社会主義の民主的再生』青木害賠. 19田年

がある。



経済民主主義と社会主義 (99) 99 

ノレの制度および両レベルでの意思決定， 計画の整合性， 選択性， 最適性は，

社会的分業の発達した社会で経済民主主義を考える際，避けて通れない点であ

る。

(1983竿11月mi.稿〉


